
関係事業者団体

小

各位

令和4年度「事業者向けコンプライアンス講習会」W臼配信にっいて(依頼)

日頃より、東京都の消費生活行政に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

東京都は、事業者が不適正な取引の防止や商品・サービスの表示に係る法令を遵守した
事業活動に取り組めるよう、特定商取引法及び景品表示法に関する法令や違反事例等.の解
説を取り入れた講習会を実施しています。

事業者団体・業界団体各位におかれましては、団体のW耶サイトやEメール等を通じて、
本講習会にっいて関係事業者の皆様に御案内いただきますようお願い申し上げます。
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1 講習内容・申込方法等

'別紙の令和4年度「事業者向けコンプライアンス講習会」 WEB配信をご覧ください。

・下記URLの申込フォームにてお申込みを受け付けます。
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東京都生活文化スポーツ局

消費生活部取引指導課

連

9月

絡

6日

https ://W棚. sh0岫 ise ikatu. metro. tok o. jp/tor ih ik i/comp liance/

2 申込期間

令和4年9月6日(火)から 9月2 8日(水)まで

3 問合せ先

生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課指導計画担当勝本.山口

話 0 3 -5 3 8 8 -3 0 7 2 (直通)

E メール S 1121402@section. me tro. tokyo. jp
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業界の皆さまーネツト販売や訪問販売など

不適正な取引行為や不当表示、,知らなかったでは済まされません!
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東京都は、事業者が不適正な取引の防止や商品・サーピスの表示に係る法令を遵守し
た事業活動に取り組めるようL最新の違反事例の解説を取り入れたコンプライアンス
講習会を実施します。
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一 【問合せ先】
生活文化スボーツ局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3072
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類 Aコース:特定商取引法(通信販売)
講師

》洞澤美佳弁護士

■ Bコース':特定商取引法(訪問販売等)
講師

》拝師徳彦弁護士

》東京都職員

■ Cコース:景品表示法
講師

》植村幸也弁護士

※お申込み時に事前質問を受け付けます。

※詳細は裏面をご覧ください。

膨司

令和4年9月6日

生活文化スボーツ局

》公益社団法人日本広告審査機構(〕ARO)職員

11月9日(水)~11月30日(水)まで【全コース共通】

都内の事業者でコンプライアンス向上の取組に携わる法務担当者、教育・る刑虜担当者等

特定商取引法
訪問

電話勧
特定継続的'供

9月、6日(火)~9月28日(水)まで

詳しくほこちらをご覧ください。 但'
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https://VVVVVV.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/
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Aコースj特定商取引法tく通信販売編)
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内リ、1容
講義時間
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註コーネ;,特定商取弓、1法1訪問販売・1、↑電話勧誘販売ゞ特定継続的役務提供*編)
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法令・違反事例、事前質問等の解説
約 120分
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*エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、'結婚相手紹介サービス

拝師徳彦弁護士

法令・違反事例、事前質問等の解説
約90分

芽

洞澤美佳弁護士

法令・違反事例、事前質問等の解説
約90分

下記URLから申込フォームに必要事項を入力の上、お申込みください。

htヒPS://VVVVVV.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/comP1治nce/

※事業者単位の申込みで、 1事業者につき4名を上限とします。
(申込多数の場合、抽選。)

植村幸也弁護士

里ツヨ

東京都消費生活条例の解説
約 15分

東京都職員

公益社団法人日本広告審査機構 OARO)職員

業界団体の参考事例
約45分
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